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市川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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市川市条例第  号 

市川市手数料条例の一部を改正する条例 

市川市手数料条例（平成１１年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

 第８条を第９条とし、第５条から第７条までを１条ずつ繰り下げ、第４条の

次に次の１条を加える。 

（手数料の徴収の特例） 

第５条 計量法（平成４年法律第５１号）第２０条第１項の規定により同項に

規定する指定定期検査機関が行う定期検査（皮革面積計に係る定期検査を除

く。）を受けようとする者は、別表計量法関係手数料の表定期検査の項に規

定する手数料を当該指定定期検査機関に納付しなければならない。この場合

において、当該手数料は、当該指定定期検査機関の収入とする。 

別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料の表長期優良住宅

建築等計画の認定の申請に対する審査の項（備考に係る部分を除く。）を次のよ

うに改める。 
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１件につき、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

⑴ 一戸建ての住宅 １６,０００円 

⑵ 共同住宅等 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれに

定める額を一の共同住宅等における申請戸数で除して得た額（そ 
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の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

ア ５戸以内のもの ６２,０００円 

イ ５戸を超え１０戸以内のもの ９９,０００円 

ウ １０戸を超え２５戸以内のもの １８７,０００円 

エ ２５戸を超え５０戸以内のもの ３２１,０００円 

オ ５０戸を超え１００戸以内のもの ４９４,０００円 

カ １００戸を超え２００戸以内のもの ９０１,０００円 

キ ２００戸を超え３００戸以内のもの １,２３０,０００円 

ク ３００戸を超えるもの １,４９２,０００円 

 その他

の場合 

１件につき、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

⑴ 一戸建ての住宅 ４９,０００円 

⑵ 共同住宅等 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれに定

める額を一の共同住宅等における申請戸数で除して得た額（その額

に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

ア ５戸以内のもの １１６,０００円 

イ ５戸を超え１０戸以内のもの １８６,０００円 

ウ １０戸を超え２５戸以内のもの ３６７,０００円 

エ ２５戸を超え５０戸以内のもの ６５８,０００円 

オ ５０戸を超え１００戸以内のもの １,１３０,０００円 

カ １００戸を超え２００戸以内のもの ２,０９０,０００円 

キ ２００戸を超え３００戸以内のもの ２,９９０,０００円 

ク ３００戸を超えるもの ３,６７０,０００円 

 登録住宅性能

評価機関によ 

１件につき、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 
 



 る技術的審査

に係る適合証

が交付された

長期優良住宅

建築等計画（新

築に係るもの

に限る。） 

⑴ 一戸建ての住宅 ６,６００円 

⑵ 共同住宅等 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれに定

める額を一の共同住宅等における申請戸数で除して得た額（その額

に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

ア ５戸以内のもの １３,０００円 

イ ５戸を超え１０戸以内のもの ２３,０００円 

ウ １０戸を超え２５戸以内のもの ３３,０００円 

エ ２５戸を超え５０戸以内のもの ６２,０００円 

オ ５０戸を超え１００戸以内のもの １０８,０００円 

カ １００戸を超え２００戸以内のもの １７８,０００円 

キ ２００戸を超え３００戸以内のもの ２１９,０００円 

ク ３００戸を超えるもの ２３４,０００円 
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１件につき、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

⑴ 一戸建ての住宅 ７４,０００円 

⑵ 共同住宅等 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれに定

める額を一の共同住宅等における申請戸数で除して得た額（その額

に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

ア ５戸以内のもの １７４,０００円 

イ ５戸を超え１０戸以内のもの ２７９,０００円 

ウ １０戸を超え２５戸以内のもの ５５０,０００円 

エ ２５戸を超え５０戸以内のもの ９８６,０００円 

オ ５０戸を超え１００戸以内のもの １,６９０,０００円 

カ １００戸を超え２００戸以内のもの ３,１３０,０００円 

キ ２００戸を超え３００戸以内のもの ４,４８０,０００円 

ク ３００戸を超えるもの ５,５００,０００円 

 登録住宅性能

評価機関によ

る技術的審査

に係る適合証

が交付された

長期優良住宅

建築等計画（増 

築又は改築に

係るものに限 

る。） 

１件につき、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

⑴ 一戸建ての住宅 ９,８００円 

⑵ 共同住宅等 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれに定

める額を一の共同住宅等における申請戸数で除して得た額（その額

に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

ア ５戸以内のもの １９,０００円 

イ ５戸を超え１０戸以内のもの ３５,０００円 

ウ １０戸を超え２５戸以内のもの ５０,０００円 

エ ２５戸を超え５０戸以内のもの ９４,０００円 

オ ５０戸を超え１００戸以内のもの １６１,０００円 
 



  カ １００戸を超え２００戸以内のもの ２６７,０００円 

キ ２００戸を超え３００戸以内のもの ３２８,０００円 

ク ３００戸を超えるもの ３５１,０００円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行

する。 

 ⑴ 別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料の表の改正規定

及び附則第３項の規定 平成２８年４月１日 

 ⑵ 第８条を第９条とし、第５条から第７条までを１条ずつ繰り下げ、第４

条の次に１条を加える改正規定及び次項の規定 平成２８年６月２日 

 （経過措置） 

２ 改正後の第５条の規定は、平成２８年６月２日以後に指定定期検査機関が

行う定期検査に係る手数料について適用し、同日前に指定定期検査機関が行

う定期検査に係る手数料については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料の表長期

優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査の項の規定は、平成２８年４

月１日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料

については、なお従前の例による。 



理  由 

  

  計量器定期検査事務の簡素化を図るため指定定期検査機関が行う計量器の

定期検査に係る手数料を当該指定定期検査機関の収入とするとともに、長期

優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則等の改正により既存住宅にお

いて増築又は改築を行う場合の長期優良住宅建築等計画の認定事務に係る

手数料の額を定める必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 


